
ご不明な点、お手続きの詳細等については、お取引店までお問い合わせください。

• 上記記載内容は、2023年8月現在の情報にもとづいて作成しております。制度内容等は今後変更となる可能性がありますので、ご留意ください。
• 本書面の詳細については、非課税口座約款をご確認ください。
• 本書面は、制度に関する一般的な内容を記載したものです。税務や法律に関する個別、具体的なご対応については必ず税理士・弁護士等の
専門家とご相談ください。

現行NISAの取扱いについて

◆ 2024年以降、現行NISAでは新規の購入はできなくなりますが、現行NISAで保有している投資信託は、新しいNISAの1,800万

円の非課税保有限度額とは別で管理されるため、非課税保有期間が終了するまで（つみたてNISAは20年間、一般NISAは５年

間）は、現行NISAのまま保有することができ、非課税保有期間中は配当等や譲渡益は非課税となります。

◆ 現行NISAで保有する投資信託は、非課税保有期間が終了すると、課税口座（当金庫に特定口座を開設されている場合には特

定口座に、特定口座を開設されていない場合には一般口座）に移管されます。現行NISAから新しいNISAへ移管することはでき

ません。

2024年からの新しいNISA制度について


